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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

お問い合わせは郡山法人会事務局まで　ＴＥＬ：024-933-7777

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会
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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。　　※令和２年4月23日 財務省

納税を猶予する「特例制度」（案）

税務署ニュース
無担保・延滞税なし
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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。　　※令和２年4月23日 財務省

納税を猶予する「特例制度」（案）

税務署ニュース
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新型コロナウイルス感染症の影響で

（法人・個人の全ての方が対象）

期限までに申告・納付が難しい方は
簡易な手続で期限延長が可能です

税務署ニュース



東北税理士会郡山支部
税理士 山内 賢二
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税のミニ通信 研修の成果（法人税基本通達）
　昭和44年5月1日　直審（法）25（例規）で法人税基本通達が制定された。今から
50年前である。制定に当たっては、従来の法人税に関する通達について全面的に検
討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、通達の個々の規定
が適正な企業会計慣行を尊重しつつ個別的事情に即した弾力的な課税処理を行う
ための基準となるよう配意した…とある。
　具体的には①従来の法人税通達の規定のうち法令の解釈上必要性が少ないと
認められる留意的規定を積極的に削除し、また、適正な企業会計慣行が成熟してい
ると認められる事項については、企業経理にゆだねることとして規定化を差し控え
ることとした。
　②規定の内容についても、個々の事案に妥当する弾力的運用を期するため、一義的な規定の仕方が
できないようなケースについては、「～のような」、「たとえば」等の表現によって具体的な事項や事例を
例示するにとどめ、また「相当部分」、「おおむね…％」等の表現を用い機械的平板的な処理にならない
よう配意した。
　したがって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、
社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、
通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行なったり、
通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等
に即しない解釈におちいったりすることのないよう留意されたい…とある。
　現在、税理士には年間36時間の研修を受講することが義務づけられており、これは過日受講した法
人税の研修の時に講師の先生が普段はみることがないだろうからといって最後に話したことである。
“したがって”以降は一度よく読んでみるようにいわれたので後日、研修資料を再読したとき“条理”とは
何かという疑問をもった。広辞苑によると①物事の道理。すじみち。②自然を支配する対立物統一の法
則性。三浦梅園が主唱とある。この時40年前、東京で受講した時の研修の疑問の1つが蘇り解決した。そ
れは国税庁の大幹部が講話のなかで三浦梅園の「理屈と道理の弁」という話しをし、①親が羊を盗んだ。
訴える…これが理屈だ。②親が羊を盗んだ。訴えない…これが道理だと説明した。この時は何を言って
いるのか、三浦梅園とはどういう人物なのか全く理解出来なかったが今なら理解できる。ちなみに三浦
梅園は豊後（大分）の人で、江戸時代に地動説を主張した、日本で最初の自然哲学者といわれ「悪貨は良
貨を駆逐する」とグレシャムが唱えた法則も告げている。当時の学者がほとんど影響を受けていた儒教
に対しても根本的な疑問をもっていたという。梅園は「豊後の三賢」と呼ばれ18世紀に活躍した学者で
あり教育者で今から230年前の寛政元（1789）年に亡くなった。
　法人税法は現行税制のなかで根幹をなす税法の1つで適正・公平な課税を実現するためには、経済社
会の情勢の変化に対応していかなければならないことは御承知のとおりです。
　これにともない法人税基本通達もこの50年、改正、追加が幾度となくありました。しかし規定の趣旨
は変わっていないと思っています。
　元号も平成から令和に変り、台風19号、コロナウイルス等で税務の世界も混乱していますが、新しい
世になってもどうぞこれまで以上に“よきタックス・ペイヤー”でありますことを願っています。
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　平素は、当会運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、今般の新型コロナウイルス感染拡大の伴う外出自粛や、経済活動の縮小、停滞により各方面に多大な影響が
出ており、皆さまにおかれましては、大変ご苦労されていることと存じます。
　そのような中、当会においても3月の経営塾を延期、4月に入り決算申告税務研修会、女性部会、各支部役員会などを
中止しており、どうしても開催しなければならない会議は、出来る限り少人数での開催に努め、参加される方の健康面・
安全面に配慮した形で一部実施をしております。
　また、当会ホームページでは、税務情報、労務関係、新型コロナウイルス感染に関する支援情報を掲載しております
ので、ご覧いただきお役立ていただければと思います。
　今後の郡山法人会主催事業について、通常総会は大幅に縮小して実施し、その他の事業は延期または中止といたし
ますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
　このような状況が長引くことも予測されておりますが、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と地域経済活
動が循環されることをご祈念申し上げます。

事務局より事務局より

新型コロナウイルス中小企業に関連する施策等リンク集 >>>
【リンク先URL】
 http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/links/covid19-links.html


